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厚生労働省
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 計画期間

2023（令和５）年度から2027（令和９）年度までの５か年計画

 計画のねらい（北海道労働局版）

 労働者等の関係者が安全衛生対策について自分の責任を
認識したうえで取り組むこと。

 安全衛生に取り組む事業者が社会的に評価される環境を
作り出すこと。

計画の目標（北海道労働局版）

 死亡災害を10％以上減少させる。

 死傷災害を減少に転じさせる。

※ どちらも2022（令和４）年との比較

第14次労働災害防止計画
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 計画の目標（北海道労働局版・建設業について）

 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組
む建設業の事業場の割合を2027年までに85％（総合建設業
については90％）以上とする。

 上記目標の達成により

建設業の死亡者数を2027年までに2022年と比較して20％以
上減少させること

を期待される効果として想定し、計画で定める実施事項の効
果を検証する指標として設定している。

第14次労働災害防止計画
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 計画の重点事項（北海道労働局版）

1. 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

3. 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

4. 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防
止対策の推進

5. 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

6. その他の労働災害防止対策の推進

（陸上貨物運送事業、製造業、林業）

7. 労働者の健康確保対策の推進

8. 化学物質等による健康障害防止対策の推進

第14次労働災害防止計画
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 計画の重点事項（北海道労働局版）

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 墜落・転落のおそれのある作業について、墜落・転落により労働
者に危険を及ぼすおそれのある箇所への囲い、手すり等の設置、
墜落制止用器具の確実な使用、はしご・脚立等の安全な使用の徹
底等及び高所からの墜落・転落災害の防止に取り組む。

 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む。

 車両系建設機械等との接触防止、移動式クレーンの荷の落下及
び転倒災害の防止、土砂崩壊災害防止に取り組む。

第14次労働災害防止計画
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 計画の重点事項（北海道労働局版）

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと （つづき）

 「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労
状況等を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等
の取り組みを進める。

 労働者の熱中症を防止するため、「職場における熱中症予防基
本対策要綱」に基づく暑さ指数の把握とその値に応じた措置を適
切に実施する。

 労働者の振動障害を防止するため、「振動障害総合対策要綱」
により的確な指導を行い、振動工具の３軸合成値に基づく使用限
度時間の徹底を図る。

第14次労働災害防止計画
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 計画の重点事項（北海道労働局版）

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

 局署が行うこと

 局署においては、集団指導及び個別指導等で、高所作業時にお
ける要求性能墜落制止用器具の適切な使用を周知徹底する。ま
た、法改正された足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範
囲の明確化等墜落・転落災害防止対策の充実強化が図られた際
に周知するとともに、屋根、はしご、脚立等からの墜落・転落災害
の防止を図る。

 なお、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントについて
は、元方事業場となる総合建設業を中心に建設店社に対し集団指
導、個別指導を実施し、実施率を90％以上となるよう取り組む。

7

第14次労働災害防止計画



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

 計画の重点事項（北海道労働局版）

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

 局署が行うこと （つづき）

 局署においては、発生すると重篤な災害となる車両系建設機械
等との接触防止、移動式クレーンの荷の落下及び転倒災害の防
止、土砂崩壊災害防止対策のため、集団指導、パトロール等を実
施する。

 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工
事における労働災害防止対策の徹底のため、集団指導、パトロー
ル等を実施する。
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 計画の重点事項（北海道労働局版）

2. 重点業種における労働災害防止対策の推進

（建設業、小売業・社会福祉施設）

 局署が行うこと （つづき）
 「エイジフレンドリーガイドライン」について従来は、集団指導で資

料配付にとどまることが多かったため、14 次防では事業者に対
し、厚生労働省が作成する「エイジフレンドリーガイドライン」のエッ
センス版を使って内容を説明するとともに、身体機能の低下による
リスクと作業管理、健康増進を指導する。また、局においては、北
海道労働局公式SNS、ホームページ等に「エイジフレンドリーガイド
ライン」のポイントを定期的に投稿し、労働者等にも身体機能の変
化がリスクにつながりうること、健康や体力の維持管理の周知啓
発を行う。

 「職場における熱中症予防基本対策要綱」「振動障害総合対策
要綱」の周知、指導等の健康障害防止対策の推進を図る。
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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

労働災害発生状況について
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・北海道内の労働災害における死亡者数は減少傾向を示している。
・建設業では、令和５年に大きく減少しているものの、令和４年以前までは毎
年増減を繰り返している。
・死傷災害について、１４次防の目標である令和４年よりは減少している。

労働災害発生状況について

 北海道内における労働災害発生状況について
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厚生労働省
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業務別労働災害発生状況

令和５年１月１日～令和５年１２月３１日（確定値）

13

区分

業種別

令和５年確定値 令和４年確定値 対前年 業種
割合
（％）死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数 増減率

留
萌
労
働
基
準
監
督
署

全産業計 78 78 145 145 -67 -46.2% 100.0

製造業 11 11 26 26 -15 -57.7% 14.1

建設業 9 9 11 11 -2 -18.2% 11.5

林業 0 0 2 2 -2 -100% 0

北
海
道
労
働
局

全産業計 51 9004 9055 53 16419 16472 -7417 -45.0% 100.0

製造業 4 1141 1145 5 1343 1348 -203 15.1% 12.6

建設業 6 893 899 23 995 1018 -119 -11.7% 9.9

林業 4 64 68 1 80 81 -13 -16.0% 0.8

労働者死傷病報告（休業４日以上）による

労働災害発生状況について
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労働災害発生状況について

 北海道内の建設業における労働災害の内訳について
（令和４年１月～令和４年１２月）

墜落、転落 31%

転倒 14%

飛来、落下 7%はさまれ、巻き込まれ

10%

切れ、こすれ

8%

その他

11%

上記以外

19%

型別の死傷者数（建設業）

墜落、転落 , 10 

飛来、落下 , 

1 

崩壊、倒壊 , 

3 

はさまれ、巻き込まれ , 

5 

高温、低温の

物との接触 , 1 

有害物等との

接触 , 2 交通事故(道路) , 1 

型別 死亡者数（建設業）
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労働災害防止対策について
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労働災害防止対策について

16

 墜落・転落災害
 近年、墜落・転落災害が、足場からではなく、脚立やはしごから発生

する事例も増加しています。

 労働者が転落する事例や、固定していない脚立やはしごごと転倒し、
負傷する災害も多いです。

 足場等は、墜落防止措置として、手すりや中さん、幅木等の使用が周
知されてきていますが、脚立やはしごは盲点になりがちです。

 全国的にヘルメットの未着用や適切に使用していないことが原因で死
亡事故も発生しています。
→２ｍ以下でも高所作業ではヘルメットの着用やあごひもを確実に締め
て使用することが大切です。
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労働災害防止対策について
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労働災害防止対策について
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労働災害防止対策について
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 適切な器具、保護具等の使用

労働災害防止対策について

 墜落静止用器具、防じんマスク、呼吸用保護具、車両系建設機械等、
法律で構造規格が定められた機械等や国家検定を受けた製品等があ
ります。

 この構造規格を満たした機械や国家検定を受けた製品はその旨が表
示してあります。

 構造規格を満たしていない、国家検定合格の表示が製品等では、安
全基準を満たしておらず、安全性が担保されたものではありません。

 使用している機械器具等が適正な規格基準で製造されたものか確認
したうえで、使用及び使用させてください。
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労働災害防止対策について
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 重機等災害

移動式クレーンや車両系建設機械、車両系荷役機械などを起因とする
労働災害は、重篤な災害につながりやすいです。

災害事例）
・移動式クレーンで荷を吊り中又は旋回中、クレーンが転倒し、作業員が巻き込まれた。
・バックホウのアームを旋回中、旋回範囲にいた作業員と接触した。
・車両系機械を運転中、後方にいた作業員に気づかず後退させ、作業員と接触した。
・フォークリフトで誤った方法で荷を積んだ結果、バランスを崩し転倒し、作業員が巻き込
まれた。
・荷を誤った方法で吊った結果、荷が落下等し、作業員と接触した。

事前のリスク管理や対策、現場作業員に対する教育が非
常に重要となります。

労働災害防止対策について
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 重機等災害

発生原因

 重機等の転倒災害(一例）
・移動式クレーン等のアウトリガーを十分に展開していなかった。
・地盤の強度が十分でなかった。
→鉄板等を敷くなどの措置を講じていなかった。
→使用していた敷板の強度が不十分であった。

・吊り荷が過荷重となっていた。
→移動式クレーン等の安全装置を切断していため機能していなかった。

・本来想定していない方法で作業した。
→クレーン機能のないバックホーで荷を吊った。
→フォークリフトで荷を運搬した際、荷をフォークに引っ掛けた。

 重機等の接触災害(一例）
・作業範囲に労働者を立ち入らせた。
→機械の作業及び運航範囲が区分けされていなかった。
矢印当該範囲に労働者を立ち入らせないための措置が講じられていなかった。

→作業員と運転手と意思疎通ができていなかった。
→作業員が当該範囲について認識していなかった。

労働災害防止対策について
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 重機等災害
災害防止対策（一例）

・性能以上の作業を行わせない。
・安全装置を適正に作動させる。
・当日の作業に合致した重機の作業計画を作成する。
・機械の作業範囲に作業員を立ち入らせない措置を講じる。
・作業範囲に作業員を立ち入らせる場合は誘導員を配置する。

事前に機械の性能を十分に把握したうえで、作業計画等を策定し、作業内容、作業範囲、運行経路等を明確
にし、関係労働者に周知、教育することが必要となります。
特に、移動式クレーンや、クレーン機能付きバックホーをクレーンとして使用することが想定される場合は、使
用する場所の地盤等の調査をしっかり行い、十分な強度を有しているか確認する必要があります。

機械の転倒災害や接触災害は、事前に必要な措置や教育を行っていれば
回避できた事案も多いです。

労働災害防止対策について
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 一人親方、交通誘導員等の安全衛生対策

 令和５年から労働安全衛生規則等が改正され、作業を請け負わせる一人親
方、同じ場所で作業を行う労働者以外の人（資材搬入者、警備員等）等に対し
ても、労働者と同等の安全対策、措置義務等を講じる必要があります。

 熱中症対策

 毎年、５月から９月は「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン」として、熱中症予
防対策等の取り組み期間としています。

建設業における労働安全衛生対策の推進について
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建設業における労働安全衛生対策の推進について
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厚生労働省
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死亡災害事例等
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令和５年 北海道の建設業死亡災害事例
土木工事業 重機災害

【発生時間帯】
１０月 １４時台

【発生状況】
地固め用ローラーを方向転換のため更新させていたところ、路肩から約

４メートル落下したもの

【想定される原因】
路肩や傾斜地等から機械が転落等する危険がある場所で誘導員等を配置

し、誘導させなかったこと。

死亡災害事例等
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令和４年 北海道の建設業死亡災害事例
その他の工事業 重機災害

【発生時間帯】
１月 ７時台

【発生状況】
ダンプトラックのあおりに鉄製の仮付けした側板をドラグ・ショベルの

バケットで押す作業を複数回行っていたところ、荷台上の鳥居の位置にい
た被災者にバケットが接触し、そのまま押されて、被災者がバケットと鳥
居の間に挟まれ被災したもの。

【想定される原因】
ドラグショベルの作業半径内に労働者を立ち入らせていたこと。

【想定される再発防止対策】
・ 作業計画等により、オペレーターと手元作業者の連携を徹底するこ
と。
・ 接触防止のため監視者を配置すること。（そもそも立ち入らせない）

死亡災害事例等
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令和４年建設業死亡災害事例
土木工事業 重機災害

【発生時間帯】
４月 ２１時台

【発生状況】
夜間、切羽面の水抜きボーリング作業が終了したため、ずり出し作業を

行うこととなった。ずり出し作業を行うため、斜路に停車していた車両積
載形トラッククレーンを動かさなければ、ずり出し作業が行えないため、
車両積載形トラッククレーンの運転者が作業の邪魔とならない後方に真っ
すぐ後退させていた際、被災者を轢いたもの。

【想定される原因】
構内を後方に歩いている被災者がいるとは思わず、車両積載形トラック

クレーンの運転者が後方確認不足のまま後退したことによる轢死。

死亡災害事例等
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令和５年 北海道の建設業死亡災害事例
建築工事業 墜落・転落災害

【発生時間帯】
６月 １６時台

【発生状況】
屋根板金のふき替え作業中、勾配のある屋根上で軒側に背を向けて後ず

さりしていたところ、約８メートル下の地面に墜落したもの。

【想定される原因】
屋根の周囲を足場等で囲う、墜落静止用器具を使用する等の墜落防止措

置を講じていなかったこと。

死亡災害事例等
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令和４年建設業死亡災害事例
建築工事業 墜落・転落災害

【発生時間帯】
５月 ８時台

【発生状況】
午前８時５分頃、屋上防水の補修工事のため、被災者（職長）含め３名

で屋上へ上がった。
午前８時10分頃、被災者以外の２名が作業準備をしていたところ、現場

の確認作業中の被災者が屋根からアスファルトの地面へ墜落して死亡した
もの。

【想定される原因】
被災者は墜落制止用器具を着用していたが、墜落制止用器具を使用する

設備が設けられていなかった。被災者は作業前に見回りしていたものと推
定される。
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令和４年 北海道の建設業死亡災害事例
建築工事業 崩壊・倒壊災害

【発生時間帯】
１月 １３時台

【発生状況】
市立小学校の改築工事現場において、冬期養生上屋の仮設屋根（縦約４

５ｍ、横約７０ｍ、高さ約５ｍ）の一部が崩落し、現場内で作業を行って
いた作業員約２０名のうち、崩落箇所のところで作業を行っていた被災者
が下敷きとなった。
災害発生当時、仮設屋根上には約５０ｃｍの積雪があり、約３０ｍ四方

に渡り仮設屋根が崩落したもの。

【想定される原因】
仮設屋根上には約50ｃｍの積雪があったことから仮設屋根がその重みに

耐えられなくなり崩落したのが一因と推定される。（詳細は現在調査中）
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最後に

留萌労働基準監督署管轄内では、令和５年４月２８日に死亡労働災害ゼロ
１５００日を達成しました！！
全業種死亡労働災害ゼロ２０００日達成を目指して！！

令和６年も死亡災害ゼロを達成しましょう！！

ご安全に！


